
川崎市の給与・ 定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況（ 普通会計決算）

人件費は職員への給料や諸手当をはじめ、市長や議員など特別職職員への給料、報酬など

の経費です。  

区 分 住民基本台帳

人口 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率

Ｂ/Ａ 

(参考)平成２ ９年

度の人件費率  

平成３０年度
人

1, 500, 460 

千円

712, 401, 058 

千円

629, 064 

千円

146, 189, 128 

％

20. 5 

％

21. 1 

（ 注１ ） 住民基本台帳人口は平成３ １ 年１ 月１ 日現在の人口です。  

（ 注２ ） 人件費には事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。  

( 2) 職員給与費の状況（ 普通会計決算）

給与費は給料、 職員手当及び期末手当・ 勤勉手当などの総額から退職手当を除いたもの

です。  

区 分 

職 員 数

Ａ 

給     与     費  (参考)一人当た

り給与費 

B/A 

( 参考) 政令指

定都市平均一人

当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ  

平成３０年度
人

15, 513  

千円

61, 677, 092

千円

20, 813, 937

千円

28, 055, 735

千円

110, 546, 764

千円

7, 126 

千円

6, 995 

（ 注１） 職員手当には退職手当を含みません。  

（ 注２） 職員数は、総務省が実施している「 地方公務員給与実態調査」 に基づく もので、平成３０年４月１日現在の普通

会計関係職員数です。 

（ 注３） 給与費については、任期付短時間勤務職員（ 再任用職員（ 短時間勤務） ） の給与費が含まれており、職員数には

当該職員を含んでいません。 

(3) ラスパイレス指数の状況



（ 注） ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（ 構成）

を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（ 一） 適用職員の俸給月額を１００として計

算した指数です。 

※  ① ②平成３１年４月１日のラスパイレス指数が、 ３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、 ３

③ 10 0年連続で上昇している場合、 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

国と職員構成が異なるため。  

(4) 給与改定の状況

平成３１年１０月７日に川崎市人事委員会が川崎市議会及び川崎市長に対して行った職員の給与に関

する勧告の内容と、勧告後の改定状況は次のとおりです。   

 ①月例給 

区 分 

人事委員会の勧告 

給与改定率 

(参考) 

国の改定率 民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（ 改定率）  

令和元年度 408, 787円 408, 410円 
377円 

( 0. 09%)  
0. 09% 0. 09% 0. 09% 

  （ 注） 「 民間給与」 、「 公務員給与」 は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した 

平均給与月額です。 

  ②特別給（ 期末・ 勤勉手当）  

区 分 

人事委員会の勧告 

年間支給月数

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の 

支給割合  Ａ 

公務員の 

支給月数  Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（ 改定月数）

令和元年度 4. 51月 4. 45月 0. 06月 0. 05月 4. 50月 4. 50月 

  （ 注） 「 民間の支給割合」 は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「 公務員の支給月数」 は 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し 
［  実施 ］  

実施内容（ 平均引下げ率、実施（ 実施予定） 時期、経過措置の有無等具体的な内容）  

【 概要】 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

見直し等に取り組むとされています。  



② 地域手当の見直し 
実施内容（ 国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

③ その他の見直し内容 

（ 給料表の改定実施時期） 平成２８年４月１日 

（ 内容）行政職給料表(1)について、国の見直し内容を踏まえ、最大３．６％程度の引下げ。３級以上の高位号給は、

これに加え、最大２％程度の引下げ。３級以上の高位号給の引下げに該当する職員のうち、新たな給料月額が保障

する額に達しないこととなる職員には、平成３１年３月３１日までの間、経過措置（ 現給保障） を実施します。  

他の給料表については、行政職給料表(1)との均衡を基本として引き下げます。ただし、医療職給料表(1)は、医

師の処遇確保のため改定を行いません。 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（ 平成２８年４月１日実施）  

（ 支給割合） 国基準１６％に対し、川崎市においても１６％を支給。 

（ 実施時期） 平成２８年４月１日から実施。平成２８年４月１日時点は１６％を支給。 

（ 参考）  

平成26年

度の支給

割合 

平成27年度の支給割合

平成28年

度の支給

割合 

平成29年

度の支給

割合 

平成30年

度の支給

割合 

令和元年

度の支給

割合 

4月1日時

点

遡及改定

後

国基準によ

る支給割合 
１２％ １３％ １５％ １６％ １６％ １６％ １６％ 

川崎市の支

給割合 
― １２％ １２％ １６％ １６％ １６％ １６％ 



２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在）

 職員のうち代表的な職種の平均年齢、平均給料月額などの状況は次のとおりです。  

①一般行政職

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

川崎市 41.3歳 323,808円 466,463円 401,180円

神奈川県 43.3歳 330,103円 432,347円 389,999円

国 43.4歳 329,433円 ― 411,123円

政令指定都市平均 41.8歳 319,895円 436,783円 379,775円

②技能労務職

区  分 

公 務 員 民  間 参 考 

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ） 

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間の

類似職種
平均年齢

平均給与月額

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

川崎市 51.3 歳 1,223 人 336,304円 451,623円 403,318円 ― ― ― ― 

うち清掃職員 51.3 歳 602 人 337,964円 484,544円 408,614円
廃棄物処理業

従業員
45.9 歳 296,600 円 1.63 

うち学校給食員 51.4 歳 179 人 332,604円 398,003円 391,811円 調理士 42.2 歳 284,700 円 1.40 

うち用務員 52.0 歳 240 人 337,876円 432,019円 400,550円 用務員 55.6 歳 211,600 円 2.04 

うち自動車運転手 50.0 歳 102 人 324,997円 422,986円 392,925円
自家用乗用

自動車運転手
56.8 歳 249,200 円 1.70 

うち守衛 52.5 歳 7 人 346,986円 425,046円 409,829円 守 衛 57.7 歳 284,100 円 1.50 

神奈川県 56.2 歳 243 人 345,076円 419,138円 396,127円 ― ― ― ― 

国 50.9 歳 2,431 人 287,312円 ― 329,380円 ― ― ― ― 

政令指定都市平均 50.2 歳 1,035 人 319,806円 410,639円 375,356円 ― ― ― ― 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（Ｃ） 

民 間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

川崎市 ― ― ― 

うち清掃職員 7,798,552円 4,102,900円 1.90 

うち学校給食員 6,647,273円 3,805,400円 1.75 

うち用務員 7,107,434円 2,883,400円 2.46 

うち自動車運転手 6,891,661円 3,135,400円 2.20 

うち守衛 7,396,709円 3,894,100円 1.90 

※民間データは、「賃金構造基本統計調査報告」において公表されている神奈川県のデータを使用しています。（平成28～30年の３ケ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。 

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給

された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。 



③高等学校教育職

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

川崎市 44.3歳 384,215円 502,640円 

神奈川県 43.8歳 352,486円 444,026円 

政令指定都市平均 44.8歳 371,129円 454,455円 

④小・中学校教育職

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

川崎市 38.6歳 337,617円 424,359円 

神奈川県 40.4歳 342,462円 419,980円 

政令指定都市平均 41.3歳 347,616円 417,661円 

⑤消防職

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

川崎市 37.6歳 302,422円 457,481円 

政令指定都市平均 39.3歳 306,056円 440,622円 

（注１）「平均給料月額」とは、平成３１年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

（注２）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手

当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 

 (2 ) 職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在） 

職員のうち代表的な職種の初任給の状況は次のとおりです。 

区    分 川   崎   市 国 

一般行政職 大 学 卒 205,204円 214,832円 

高 校 卒 165,880円 172,376円 

技能労務職 技   能 157,876円 － 

業   務 152,888円 － 

高等学校教育職 大 学 卒 231,884円 － 

高 校 卒 184,092円 － 

小・中学校教育職 大 学 卒 237,568円 － 

短 大 卒 211,700円 － 

消 防 職 大 学 卒 222,604円 － 

高 校 卒 179,220円 － 

（注１）川崎市及び国の初任給等は、給料（俸給）と地域手当の合計額です。 



 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３１年４月１日現在） 

  職員のうち代表的な職種の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は次のとおりです。 

区    分 経験年数 1 0年         経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 大 学 卒 258,639 円 357,630 円 392,847 円 427,751 円 

高 校 卒 219,804 円 319,188 円 357,752 円 372,021 円 

技能労務職 高 校 卒 － 294,400 円 332,513 円 342,164 円 

中 学 卒 － 265,500 円 306,036 円 333,735 円 

高等学校教育職 大 学 卒 323,163 円 407,930 円 434,824 円 447,420 円 

高 校 卒 － － 406,328 円 － 

小・中学校教育

職 

大 学 卒 311,524 円 383,170 円 405,920 円 424,325 円 

短 大 卒 277,732 円 364,444 円 397,293 円 410,666 円 

消 防 職 大 学 卒 273,870 円 362,827 円 382,040 円 399,277 円 

高 校 卒 231,700 円 346,250 円 372,033 円 377,270 円 



３ 一般行政職の級別職員数等の状況

( 1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（ 平成３１年４月１日現在）

 職員の給料はそれぞれの職種に応じた給料表によって決められています。また、給料表には職務内容や責

任の度合いに応じた級と号給が設けられています。一般行政職を例に職員の級別の構成を示すと、次のとお

りです。  

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １ 号給の

給料月額

最高号給の

給料月額 

１  級 職員 351人 6. 6％ 136, 500円 241, 100円

２  級 高度職員 1, 697人 31. 9％ 150, 900円 329, 000円

３  級 主任 1, 247人 23. 4％ 226, 700円 376, 500円

４  級 係長 984人 18. 5％ 256, 300円 404, 600円

５  級 課長補佐 369人 6. 9％ 303, 600円 431, 400円

６  級 課長 509人 9. 6％ 341, 600円 452, 400円

７  級 部長 135人 2. 5％ 373, 100円 487, 100円

８  級 局長 29人 0. 6％ 409, 900円 534, 600円

（ 注１） 川崎市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

（ 注２） 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務のことです。  

（ 注３） 一般行政職とは、行政職給料表（ １） 適用職員のうち福祉・ 税務関係の職員を除いたものです。 



( 2) 国との給料表カーブ比較表（ 行政職（ 一） ） （ 平成３ １ 年４ 月１ 日現在）

( 3) 昇給への人事評価の活用状況

平成31年4月2日から令和2年4月1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ．  人事評価を活用している ○  ○  

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

○  ○  上位、標準、下位の区分 ○  ○  

上位、標準の区分 

標準、下位の区分 

標準の区分のみ（ 一律）    

ロ．  人事評価を活用していない 

活用予定時期 



４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・ 勤勉手当

期末手当・勤勉手当は民間企業のボーナスに相当するものです。期末手当は職員の在職期間に応じて、また、

勤勉手当は職員の勤務成績に応じて支給されます。平成３０年度の支給割合などの状況は次のとおりです。  

川崎市 国

１人当たり平均支給額（ 平成３０年度）

１，８７２，７５４円
― 

（ 平成３ ０ 年度支給割合）  

期末手当     勤勉手当 

2. 60 月分     1. 85 月分 

（ 1. 45 月分）    （ 0. 90 月分）  

（ 平成３ ０ 年度支給割合）  

期末手当     勤勉手当 

2. 60 月分      1. 85 月分 

（ 1. 45 月分）     （ 0. 90 月分）  

（ 加算措置の状況）  

・ 役職加算  ５～２０％ 

・ 管理職加算 管理職手当の月額又は給料月額の１０～１

５％に相当する額 

（ 加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・ 役職加算  ５～２０％ 

・ 管理職加算 １０～２５％

（ 注１） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

（ 注２） １人当たり平均支給額は、普通会計関係職員に支給された平均額です。 

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（ 一般行政職）  

令和元年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．  人事評価を活用している ○  ○  

活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○  ○  ○  ○  

上位、標準の成績率 

標準、下位の成績率 

標準の成績率のみ（ 一律）  

ロ．  人事評価を活用していない 

   活用予定時期 

(2) 退職手当（ 平成３１年４月１日現在）

退職手当は、 退職時に支給される一時金で、 退職時の給料月額に勤続年数や退職理由に応

じた支給率を乗じて算出します。 支給率などの状況は次のとおりです。

区 分
川崎市 国

自己都合 定年・ 勧奨 自己都合 定年・ 応募認定

支給率

勤続２０年 １９．５７９月 ２６．１９４月 １９．６６９５月 ２４．５８６８７５月

勤続２５年 ２８．４７９月 ３６．４４４月 ２８．０３９５月 ３３．２７０７５月

勤続３５年 ４０．２７９月 ４７．７０９月 ３９．７５７５月 ４７．７０９月



最高限度額 ４７．７０９月 ４７．７０９月 ４７．７０９月 ４７．７０９月

定年前早期退職者に対する

加算措置 
退職時給料月額を２～２０％加算する。 退職時給料月額を２～４５％加算する。  

定年・ 勧奨退職した職員

一人当たりの平均支給額

平成３０年度

２，１１３万円
―

（ 注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成３０年度に退職した職員（ 公営企業職員を除く ） に支給された平均額で

す。

(3) 地域手当（ 平成３１年４月１日現在）

  地域手当は、民間賃金が高い地域に在勤する職員に支給され、民間賃金の地域間格差が適切に反映さ

れることを目的としています。川崎市域に勤務する川崎市職員の支給率は１６％、川崎市域に勤務する

国家公務員の支給率も同じく １６％となっています。  

支 給 実 績（ 平成３０年度決算）  １０，２７５，４４７千円

支給職員１人当たり平均支給年額（ 平成３０年度決算）       ７０４，５２２円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数  国の制度（ 支給率）

川崎市 １６％ １４，５８５人 １６％ 

（ 注） 支給実績は、普通会計決算をベースに算出しています。  

( 4) 特殊勤務手当（ 平成３１年４月１日現在）

 特殊勤務手当は、著しく 危険・ 不快・ 不健康又は困難な勤務その他の著しく 特殊な勤務に対

して、その勤務の特殊性に応じて支給されるものです。制度の趣旨に合わない手当の見直しを

今後も進めてまいります。  

支給実績（ 平成３０年度決算）                   ６６１，１５１千円

支給職員１人当たり平均支給年額（ 平成３０年度決算）                  ８２，８０９ 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（ 平成３０年度）                         ５３．３％

手当の種類（ 手当数）  １ ４ 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

税務手当 ア 市税事務所に勤務する職員で市税の賦課に関する

調査又は滞納者に係る市税の徴収を行うために出

張し、当該業務に従事したもの（ イ及びウに掲げる

者を除く 。）  

661, 151千円従事した日１日につき150円

イ 市税事務所納税課又は分室に勤務する職員で滞納

者に係る市税の滞納処分を行うために出張し、当該

業務に従事したもの（ ウに掲げる者を除く。）  

 従事した日１日につき300円

ウ 固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の

申出に関する調査又は市税に係る審査請求に関す

る調査を行うために出張し、当該調査の業務に従事

した職員 

 従事した日１日につき300円

福祉業務等手当 (１ ) ア こども家庭センター保護係又は中部児童相談所保

護係に勤務する職員で児童の一時保護の業務に従

事したもの 

 従事した日１日につき260円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

イ 児童相談所に勤務する職員で児童の福祉に関する

相談、指導、判定又は訪問による調査の業務に従事

したもの（ ア及び(４)の項のアに掲げる者を除く 。）

 従事した日１日につき130円

(２) ア 精神保健福祉センターに勤務する保健師及び看護

師（ 准看護師を含む。以下同じ。） で精神障害者の

福祉に関する医療的な相談又は指導の業務に従事

したもの 

 従事した日１日につき350円

イ 精神保健福祉センターに勤務する職員で精神障害

者の福祉に関する相談又は指導の業務に従事した

もの（ アに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき130円

(３) ア わーくす大島に勤務する職員で障害者の福祉に関

する相談又は指導の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき100円

イ 障害者更生相談所（ 南部地域支援室を除く 。） に

勤務する職員で児童の福祉に関する相談、指導、判

定又は訪問による調査の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき130円

ウ 障害者更生相談所（ 南部地域支援室を除く 。） に

勤務する職員で身体障害者の福祉に関する相談、指

導、判定又は訪問による調査の業務に従事したもの

(イに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき100円

エ 障害者更生相談所南部地域支援室、井田障害者セ

ンター又は百合丘障害者センターに勤務する保健

師及び看護師で障害者の福祉に関する医療的な相

談又は指導の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき350円

オ 障害者更生相談所南部地域支援室、井田障害者セ

ンター又は百合丘障害者センターに勤務する職員

で障害者の福祉に関する相談、指導、判定又は訪問

による調査の業務に従事したもの（ エに掲げる者を

除く 。）  

 従事した日１日につき130円

(４) ア 児童相談所区役所に勤務する保健師、助産師及び

看護師で社会福祉又は保健衛生の相談、指導等の業

務に従事したもの 

 従事した日１日につき170円

 イ 区役所の地域みまもり支援センター（ 福祉事務

所・ 保健所支所）又は地区健康福祉ステーションに

勤務する職員で児童支援、家庭支援、障害者支援、

高齢者支援、介護保険又は生活保護に関する相談又

は指導の業務（ 介護保険料に関する業務を除く 。）

に従事したもの（ アに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき130円

ウ 区役所の区民サービス部保険年金課、地域みまも

り支援センター（ 福祉事務所・ 保健所支所） 、支所

又は地区健康福祉ステーションに勤務する職員で

 従事した日１日につき100円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

保健福祉、保険年金又は介護保険に関する相談、指

導等の業務（ 住民異動等に伴う各種届出書に係る受

付及び証明の業務等を除く 。） に従事したもの（ ア

及びイに掲げる者を除く 。）  

(５ ) 健康福祉局又は区役所に勤務する職員で精神障害

者若しくは感染症の患者又はこれらの疑いのある者の

入院のための移送の業務に従事したもの 

 移送１件につき140円 

夜間特殊業務手当 (１ ) こども家庭センター保護係又は中部児童相談所保

護係に勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の全

部又は一部が深夜において行われる児童の一時保護、

入所者の介護等の業務に従事したもの 

 勤務１回につき3, 000円 

(２ ) 処理センターに勤務する職員で正規の勤務時間に

よる勤務の全部又は一部が深夜において行われる設備

の保守、管理等に関わる緊急の対応の業務に従事した

もの 

 勤務１回につき650円 

(３ ) 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜

において行われる通信受付の業務に従事した消防吏員

 勤務１回につき650円。ただ

し、深夜において行われる当

該業務に係る勤務時間が２時

間未満の場合は、520円とす

る。 

動物管理業務手当 ア 夢見ヶ崎動物公園に勤務する職員で動物の飼育又

は診療の業務（ 動物に直接接触する業務に限る。）

に従事したもの 

 従事した日１日につき500円

イ 動物愛護センターに勤務する職員で犬等の捕獲又

は処分の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき500円

ウ 区役所保健福祉センターに勤務する職員で犬等の

捕獲の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき500円

生活環境業務等手当 (１ ) ア 環境局の生活環境部、施設部又はこれらの部に属

する事業所に勤務する職員で、廃棄物等に接触して

行う業務に従事したもの（ イからキまでに掲げる者

を除く 。）  

 従事した日１日につき350円

イ 生活環境事業所に勤務する職員で廃棄物の収集若

しくは運搬の業務、し尿の下水道投入の業務又は廃

棄物に接触して行う設備（ 浄化槽設備を除く 。） の

維持管理の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき800円

ウ 生活環境事業所に勤務する職員でし尿に接触して

行う浄化槽設備の維持管理の業務に従事したもの

（ イに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき550円

エ 環境局処理計画課に勤務する職員で廃棄物に接触

して行う毒物又は劇物を使用した理化学試験又は

 従事した日１日につき800円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

検査の業務に従事したもの 

オ クリーンセンターに勤務する職員でし尿の下水道

投入の業務、ごみの積替え若しくは運搬の業務又は

廃棄物に接触して行う設備の維持管理の業務に従

事したもの 

 従事した日１日につき800円

カ 処理センターに勤務する職員で廃棄物の運搬若し

くは焼却の業務、廃棄物に接触して行う設備の維持

管理の業務又は資源物の選別処理の業務に従事し

たもの 

 従事した日１日につき800円

キ 浮島埋立事業所に勤務する職員で廃棄物等の埋立

ての業務又は廃棄物等に接触して行う設備の維持

管理の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき800円

(２) クリーンセンター、処理センター又は浮島埋立事業

所に勤務する職員で煙道又は貯留槽の清掃の業務に従

事したもの 

 従事した日１日につき350円

(３) 生活環境事業所、クリーンセンター又は処理センタ

ーに勤務する職員で犬等の死体の収容、運搬又は処理

の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき350円

用地等折衝業務手当 (１ ) 土地の取得、処分、収用若しくは使用、支障物等の

取得、移転若しくは除去又はこれらに伴う損失補償等

のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事した

職員 

 従事した日１日につき140円

(２) ア 市有地（ 借地を含む。以下同じ。） を不法占拠し、

当該市有地に建築物又は構築物を設置した者に対

する除却若しくは撤去又はこれらの指導の業務に

従事した職員 

 従事した日１日につき140円

イ まちづく り局指導部に勤務する職員で違反建築物

に係る是正の指導、命令等のため出張して行う住民

等との折衝の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき140円

危険作業手当 (１ ) 農業技術支援センター、多摩川管理事務所又は区役

所道路公園センター整備課に勤務する職員で薬剤の散

布の業務に従事したもの 

 従事した日１日につき300円

(２) 健康安全研究所又は区役所保健福祉センターに勤

務する職員で感染症の病原体により汚染された検体又

は汚染された疑いがある検体の試験又は検査の業務に

従事したもの 

 従事した日１日につき140円

(３) 健康福祉局保健所又は区役所に勤務する職員で感

染症の病原体により汚染された場所又は汚染された疑

いがある場所における消毒の業務に従事したもの

((５） の項のアに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき300円



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

(４) 放射線を人体に対して照射する業務その他の放射

線に被ばくするおそれがある業務に従事した職員 

 従事した日１日につき250円

(５) ア 地上又は水面上10メートル以上の足場が不安定な

箇所において行う業務に従事した職員 

 従事した日１日につき300円

イ まちづく り局建築審査課に勤務する職員で昇降機

の検査の業務に従事したもの（ アに掲げる者を除

く 。）  

 従事した日１日につき300円

(６) 常時船舶に乗船勤務する職員で港内の水面清掃の

業務に従事したもの((５） の項のアに掲げる者を除

く 。）  

 従事した日１日につき170円

(７) ア 区役所道路公園センター整備課に勤務する職員で

交通を遮断することなく行う道路上での道路の維

持補修工事の業務に従事したもの((１）の項に規定

する者及び(５ )の項のアに掲げる者を除く。）  

 従事した日１日につき210円

イ 区役所道路公園センター整備課に勤務する職員で

交通を遮断することなく行う道路上での樹木のせ

んていその他これに類する業務に従事したもの

((１） の項に規定する者、(５ )の項のアに掲げる者

及び(７ )の項のアに掲げる者を除く 。）  

 従事した日１日につき140円

(８) ア 環境総合研究所、健康安全研究所又は中央卸売市

場食品衛生検査所に勤務する職員で毒物又は劇物

を使用した試験又は検査の業務に従事したもの

((２） の項に規定する者を除く 。）  

 従事した日１日につき140円

イ 消防局予防課調査係に勤務する職員で毒物又は劇

物を使用した試験、研究又は鑑識の業務に従事した

もの 

 従事した日１日につき140円

消防業務手当 (１ ) 火災等による災害の防御（ 以下「 火災防御等」 とい

う。） のための出場の業務に従事した次に掲げる消防

吏員（ ヘリコプター業務手当の支給を受ける者を除

く 。）  

 出場時間が１時間を超え

る場合は、次に掲げる額にそ

の超える時間１時間につき

200円を加算した額とする。

ア 救助活動の業務に従事した救助隊員  出場１回につき850円 

 イ 火災防御等の用に供する大型自動車、中型自動車

又は大型特殊自動車の運転又は操作の業務に従事

した消防吏員 

 出場１回につき850円 

ウ 火災防御等の用に供する準中型自動車又は普通自

動車の運転又は操作の業務に従事した消防吏員 

 出場１回につき800円 

エ 消防艇の艇長及び機関長  出場１回につき850円 

オ 消防艇の乗組員（ エに掲げる者を除く 。）   出場１回につき640円 

カ その他の消防吏員  出場１回につき500円 

(２ ) 救急のための出場の業務に従事した次に掲げる消   



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

防吏員 

ア 救急救命処置（ 救急救命士法（ 平成３年法律第36

号）第44条第１項に規定する厚生労働省令で定める

救急救命処置をいう。）の業務に従事した救急救命

士 

 出場１回につき510円 

イ 救急自動車の運転又は操作の業務に従事した消防

吏員 

 出場１回につき220円 

ウ その他の消防吏員  出場１回につき170円 

(３ ) 潜水器具を着用して行う潜水の業務に従事した消

防吏員 

 業務１回につき340円 

(４ ) 火災の原因又は火災による損害の調査の業務に従

事した消防吏員 

 調査１件につき120円 

ヘリコプター業務手当 (１ ) ア ヘリコプターの操縦の業務に従事した消防吏員  (ア) 飛行時間3, 000時間以

上の経験を有する者 従

事した日１日につき5, 000

円 

(イ) 飛行時間2, 000時間以

上3, 000時間未満の経験を

有する者 従事した日１

日につき4, 500円 

(ウ) 飛行時間1, 000時間以

上2, 000時間未満の経験を

有する者 従事した日１

日につき4, 000円 

(エ) 飛行時間500時間以上

1, 000時間未満の経験を有

する者 従事した日１日

につき3, 000円 

(オ) 飛行時間500時間未満

の経験を有する者 従事

した日１日につき2, 000円

イ ヘリコプターの整備の業務に従事した消防吏員  (ア) １等航空整備士の資格

取得後の経験年数が５年

以上の者 従事した日１

日につき3, 000円 

(イ) １等航空整備士の資格

取得後の経験年数が５年

未満の者 従事した日１

日につき2, 000円 

(ウ) ２等航空整備士の資格



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

を有する者 従事した日

１日につき1, 000円 

(エ) その他の者 従事した

日１日につき500円 

(２ ) 災害、訓練等のためにヘリコプターに搭乗して行う

業務に従事した消防吏員 

 搭乗１時間につき1, 300円 

(３ ) 飛行中のヘリコプターの機外において行う業務に

従事した消防吏員 

 業務１回につき2, 300円 

国際緊急援助手当 国際緊急援助隊の派遣に関する法律（ 昭和62年法律

第93号） の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行わ

れる海外の地域に派遣され、同法第２条に規定する国

際緊急援助活動の業務に従事した職員 

 従事した日１日につき4, 000

円 

災害応急作業等派遣手当 ア 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号）第２条第

１号に掲げる災害が発生した国内の本市の区域以

外の地域（ 以下「 災害発生地域」 という。） に派遣

され、災害応急対策又は災害復旧のための作業の業

務（ 本市と当該災害発生地域との間及び当該災害発

生地域における車両等の運転の業務を含む。） に従

事した職員（ 当該災害発生地域を管轄する他の地方

公共団体から当該業務に対する給与その他の給付

の支給を受ける者及びイに掲げる者を除く。）  

 従事した日１日につき910円。

ただし、災害対策基本法第63

条第１項に規定する警戒区域

その他これに類する区域等に

おいて当該業務に従事した場

合は、1, 820円とする。 

イ 消防組織法（ 昭和22年法律第226号）第45条第１項

に規定する緊急消防援助隊を構成する人員として

同法第44条第１項に規定する消防の応援等の業務

に従事した職員（ 同項に規定する災害発生市町村及

び当該災害発生市町村の属する都道府県から当該

業務に対する給与その他の給付の支給を受ける者

を除く 。）  

 従事した日１日につき910円。

ただし、消防法（ 昭和23年法

律第186号）第23条の２第１項

に規定する火災警戒区域その

他これに類する区域等におい

て当該業務に従事した場合

は、1, 820円とする。 

教員特殊業務手当 (１ ) 川崎市立学校（ 川崎市立看護短期大学を除く 。以下

「 市立学校」 という。） の管理下において行う非常災

害時等の緊急の業務で次に掲げるもの（ 当該業務の心

身に与える負担の程度が著しいものであって、その負

担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限

る。） に従事した市立学校の主幹教諭、教諭、養護教

諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助

手（ 以下「 教諭等」 という。）  

ア 非常災害時における生徒、児童又は幼児（ 以下「 生

徒等」 という。） の保護又は緊急の防災若しくは復

旧の業務 

イ 生徒等の負傷、疾病等に伴う救急の業務 

 従事した日１日につき300円

から7, 500円までの範囲内で、

当該業務の種類又は当該業務

の心身に与える負担の程度に

応じ、教育委員会が定める額



手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

手当額

ウ 生徒等に対する緊急の補導の業務 

(２ ) 修学旅行、林間学校、臨海学校等（ 市立学校が計画

し、及び実施するものに限る。） のうち教育委員会が

定めるものにおいて生徒等を引率して行う指導の業務

（ 当該業務の心身に与える負担の程度が著しいもので

あって、その負担の程度が教育委員会が定める程度に

及ぶものに限る。） に従事した市立学校の教諭等 

 従事した日１日につき300円

から7, 500円までの範囲内で、

当該業務の種類又は当該業務

の心身に与える負担の程度に

応じ、教育委員会が定める額

(３) 対外運動競技等のうち教育委員会が定めるものに

おいて生徒等を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴

うもの又は週休日若しくは川崎市職員の給与に関する

条例（ 昭和32年川崎市条例第29号） 第10条第１項に規

定する休日等に行うもの（ 当該業務の心身に与える負

担の程度が著しいものであって、その負担の程度が教

育委員会が定める程度に及ぶものに限る。） に従事し

た市立学校の教諭等 

 従事した日１日につき300円

から7, 500円までの範囲内で、

当該業務の種類又は当該業務

の心身に与える負担の程度に

応じ、教育委員会が定める額

(４) 市立学校の管理下において行われる部活動（ 正規の

教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。）

又は学校行事として行われる保健及び安全的行事にお

ける生徒等に対する指導の業務（ 当該業務の心身に与

える負担の程度が著しいものであって、その負担の程

度が教育委員会が定める程度に及ぶものに限る。） に

従事した市立学校の教諭等 

 従事した日１日につき300円

から7, 500円までの範囲内で、

当該業務の種類又は当該業務

の心身に与える負担の程度に

応じ、教育委員会が定める額

(５) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定

の業務で教育委員会が定める日に行うもの（ 当該業務

の心身に与える負担の程度が著しいものであって、そ

の負担の程度が教育委員会が定める程度に及ぶものに

限る。） に従事した川崎市立高等学校及び川崎市立川

崎高等学校附属中学校の教諭等 

 従事した日１日につき300円

から7, 500円までの範囲内で、

当該業務の種類又は当該業務

の心身に与える負担の程度に

応じ、教育委員会が定める額

特別支援学校業務手当 障害のある生徒等に対して行う指導の業務に従事

した川崎市立特別支援学校の教諭等 

 従事した日１日につき600円

夜間学級業務手当 本務として夜間学級において生徒に対して行う指

導の業務に従事した夜間学級を置く川崎市立中学校の

教諭等 

 従事した日１日につき2, 200

円 

（ 注） 支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 



( 5) 時間外勤務手当

 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務を命じられた場合や同一の週を超えて週休日を

振り替えた場合に、 その勤務時間に応じて支給されるものです。

支給実績（ 平成３０年度決算）  ３，４９１，０３１千円

職員１人当たり平均支給年額（ 平成３０年度決算） ４０９，９３８ 円

支給実績（ 平成２９年度決算）  ３，５９４，８８７千円

職員１人当たり平均支給年額（ 平成２９年度決算） ４１７，８６４ 円

（ 注１） 支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

（ 注２） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「 支給実績（ 平成３０年度（ 平成２９年度） 決算） 」 と同

じ年度の４月１日現在の総職員数（ 管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員

を除く 。） であり、短時間勤務職員を含みます。 

(6) その他の手当（ 平成３１年４月１日現在）
 その他の手当の種類や支給実績などの状況は、 次のとおりです。

手当名 内容（ 支給対象等）  手当額又は支給率 
国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（ 平成３ ０ 年度決算）

初任給 

調整手当 

採用による欠員の補充

が困難と認められる職

で人事委員会規則で定

めるものに支給する。

(1) 医療職給料表(1)

の適用を受ける職員

の職 

(2) 大学教育職給料表

の適用を受ける職員

の職のうち医学又は

歯学に関する専門的

知識を必要とするも

の 

(1)208, 900円の範囲内 

(2)100, 100円の範囲内 

異なる 支給額 38, 880千円 1, 851, 429円

扶養手当 扶養親族のある職員に

支給する。  

・ 配偶者     9, 800円

・ 子           9, 000円

・ 父母等       7, 000円

・ 配偶者のない職員の扶

養親族としての子のう

ち1人      10, 700円

・ 配偶者及び扶養親族と

しての子がない職員の

父母等のうち1人 

        8, 700円

・ 15歳以上22歳未満の加算

5, 000円

異なる 支給額 1, 359, 653千円 238, 955円



手当名 内容（ 支給対象等）  手当額又は支給率 
国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（ 平成３ ０ 年度決算）

住居手当 自ら居住するため住宅

を借り受け、家賃等を

支払っている職員に支

給する。  

・ 31歳未満    23, 900円

・ 31歳以上40歳以下 

16, 500円

・ 41歳以上    12, 300円

異なる 支給要件

支給額 

817, 930千円 225, 325円

通勤手当 通勤のため、交通機関

等を利用しその運賃等

を負担することを常例

とする職員、自動車等

を使用することを常例

とする職員に支給す

る。  

・ 交通機関を利用の場合

は55, 000円を限度とし

運賃相当額。 

・ 自動車等を使用の場合

は距離に応じて 

2, 000円～31, 600円

・ 併用の場合は55, 000円

を限度とし、両方を加

算した金額。 

異なる 支給要件

支給額 

1, 754, 990千円 129, 654円

単身赴任

手当 

異動等に伴い転居し、

やむを得ない事情によ

り同居していた配偶者

と別居し、単身で生活

することを常況とする

職員に支給する。  

基礎額        30, 000円

加算額 

配偶者との住居との距離

が一定以上のものについ

て70, 000円の範囲内で加算

同じ － 1, 746千円 582, 000円

休日勤務 

手当 

正規の勤務時間が休日

に当たり、その休日に

おいて、正規の勤務時

間中に勤務することを

命ぜられた職員に支給

する。

勤務１時間当たりの 

給与額 

×100分の135×勤務時間

同じ － 739, 358千円 249, 783円

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間とし

て、午後10時から翌日

の午前5時まで勤務す

る職員に支給する。

勤務１時間当たりの 

給与額 

×100分の25 

×勤務時間（ 実働時間）

同じ － 95, 640千円 74, 953円

宿日直 

手当 

宿日直をした場合に支

給する。

・ 勤務１回につき 

4, 400円（ 特殊な業務は 

6, 100円）  

・ 5時間以下の勤務は 

2, 200 円（ 特殊な業務は

3, 050円）  

異なる 支給額 2, 150千円 34, 127円

管理職 

手当（ 国で

は俸給の

特別調整

額）  

管理又は監督の地位に

ある者に支給する。

職位に応じて、 

56, 000円～132, 600円 

異なる 支給額 1, 126, 237千円 1, 058, 493円



手当名 内容（ 支給対象等）  手当額又は支給率 
国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（ 平成３ ０ 年度決算）

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を受

けている職員が、週休

日等に臨時若しくは緊

急の必要等により勤務

した場合又は災害への

対処その他の臨時若し

くは緊急の必要により

週休日等以外の日の午

前０時から午前５時ま

での間であって正規の

勤務時間以外の時間に

勤務した場合に支給す

る。  

役職・ 勤務時間等に応じ

て6, 000円～12, 000円 

（ ただし、勤務時間が 4

時間以下の場合はその金

額に100分の50を、6時

間を超える場合は100分

の150を乗じて得た額）

異なる 支給額 12, 197千円 97, 576円

定時制 

教育手当 

定時制の課程を置く高

等学校の教諭等に支給

する。 

34, 000円 

（ 管理職手当を受ける者

は27, 000円）  

－ － 43, 528千円 512, 094円

産業教育

手当 

工業に関する課程を置

く高等学校において、

実習を伴う工業に関す

る科目を主として担任

する教諭等に支給する

。 

定時制教育手当を支給さ

れる者 

10, 800円～22, 800円

定時制教育手当を支給さ

れない者 

18, 000円～38, 000円

－ － 16, 375千円 372, 159円

義務教育 

等教員 

特別手当 

高等学校教育職給料表

及び義務教育諸学校教

育職給料表の適用を受

ける職員に支給する。

職務の級及び号給の別に

応じて、 

2, 000円～8, 000円 

※定時制手当を支給され
る者は上記金額の 

 4分の3、  

 産業教育手当を支給さ

れる者は上記金額の 

 4分の2 

－ － 377, 624円 69, 892円

寒冷地 

手当 

毎年11月から翌年3月

までの各月の初日に、

寒冷地に在勤する職員

に支給する。 

・ 世帯主（ 扶養有）  

17, 800円

・ 世帯主（ 扶養無）  

10, 200円

・ その他  7, 360円

同じ － 0千円 0円



手当名 内容（ 支給対象等）  手当額又は支給率 
国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

支給実績 

（ 平成３ ０ 年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（ 平成３ ０ 年度決算）

災害派遣

手当 

国、他の市町村等から

災害復旧等のために派

遣された職員で、住所

又は居所を離れて本市

の区域に滞在すること

を要するものに支給す

る。  

本市の区域に滞在し

た期間及び利用施設

の区分に応じて日額 

3, 970円～6, 620円 

－ － 0千円 0円

（ 注） 支給実績は、普通会計決算をベースに算出し、事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 



５ 特別職の報酬等の状況 

(1) 報酬等及び期末手当（平成３１年４月１日現在） 

 市長や議員などの特別職の報酬等は、市内の公共的団体等の代表者などによる特別職報酬等審議会の答申を

もとに、市議会の議決を経て定めています。 

 市長及び副市長には給料、地域手当、期末手当及び退職手当が、議長、副議長及び議員には報酬及び期末手

当が支給されます。 

区     分 給 料 月 額 等

給

料

市     長 

副  市  長 

1,200,000 円 

950,000 円 

（参考）類似団体における最高／最低額

1,669,000 円／ 500,000 円 

1,285,000 円／ 792,000 円 

報

酬

議     長 

副  議  長 

議     員 

1,030,000 円 

920,000 円 

830,000 円 

1,179,000 円／ 779,000 円 

1,061,000 円／ 703,000 円 

953,000 円／ 648,000 円 

期
末
手
当

市     長 

副  市  長 

       （平成30年度支給割合） 

                      ３．３５月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （平成30年度支給割合） 

                      ３．３５月分 

地
域
手
当

市     長 

副  市  長 

給料月額の１６％ 

(2) 退職手当（平成３１年４月１日現在） 

市長及び副市長には、給料、地域手当、期末手当のほかに、退職手当が支給されます。議長、副議長及び議

員には退職手当は支給されません。

区 分 算定方式 １期の手当額 支給時期 

市 長 1,200,000 円×在職月数×54/100 31,104,000 円 任期ごとに支払う。 

副市長 950,000 円×在職月数×39/100 17,784,000 円 任期ごとに支払う。 

(注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場

合における退職手当の見込額です。 



６ 職員数の状況 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年４月１日現在） 

          区 分 
部 門 

職  員  数 対前年 
増減数 

主 な 増 減 理 由            
平成30年 平成31年 

   
 普 
  
 通 
  
 会 
  
 計 
  
 部 
 
 門 
 
 

 

 
一 
 

般 
 

行 
 

政 
 

部 
 

門 
 

議会 33 人 33 人 0 人 総務事務センターの新設 

オリンピック・パラリンピック関連市民参加事

業推進への対応 

児童虐待防止に向けた執行体制の強化 

保育園管理主体の見直し 

生活環境事業所の執行体制の見直し 

 

総務 1,306 人 1,301 人 △5 人 

税務 471 人 471 人 0 人 

民生 2,058 人 2,015 人 △43 人 

衛生 1,705 人 1,695 人 △10 人 

労働 17 人 16 人 △1 人 

農林水産 43 人 42 人 △1 人 

商工 86 人 89 人 3 人 

土木 1,218 人 1,212 人 △6 人 

計 6,937人 6,874 人 △63 人 
＜ 参 考 ＞ 
（人 口 １ 万 人 当 た り 職 員 数   45.8人 
（類似団体の人口１万人当たりの職員数  45.0人） 

 教育 7,138人 7,225 人 87 人 学校施設有効活用及び寺子屋事業推進業務等

への対応強化 

小学校児童数増加への対応  消防 1,438人 1,439 人 1 人 

小   計 15,513人 15,538 人 25 人 
＜ 参 考 ＞ 
（人 口 １ 万 人 当 た り 職 員 数  103.6人 
（類似団体の人口１万人当たりの職員数  107.4人） 

 
 
公 
営 
企 
業 
等 
会 
計
部
門 
 
 
 

病院 1,425 人 1,414 人 △11 人 リハビリテーション業務への対応 

水道給・配管工事現場作業の請負化 

バス路線の一部の民営化 
水道 550 人 551 人 1 人 

交通 486 人 482 人 △4 人 

下水道 420 人 410 人 △10 人 

その他 452 人 455 人 3 人 

小   計 3,333人 3,312人 △21 人 
 

合   計 
18,846人 

[19,184] 
18,850人 

[19,232] 
4人  

[48] 
＜ 参 考 ＞ 
（人 口 １ 万 人 当 た り 職 員 数  125.6人 

 （注１） 職員数は一般職に属する職員数です。 
 （注２） [     ]内は、条例定数の合計です。 
 



(2) 年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 

職員数 17 751 1,686 1,948 2,037 1,860 2,051 2,330 2,079 1,896 1,656 539 18,850 

 

 

 (3) 職員数の推移 

（単位：人・％） 

年度 

部門別 

平成 

26 年  

平成 

27 年  

平成 

28 年  

平成 

29 年  

平成 

30 年  

平成 

31 年  

過去 5 年間 

の増減数（率） 

一般行政職 7,094 7,030 6,975 6,978 6,937 6,874 △ 220 (△ 3.1%) 

教育 1,341 1,335 1,332 7,048 7,138 7,225 5,884 (438.8%) 

消防 1,437 1,444 1,461 1,467 1,438 1,439 2 (0.1%) 

普通会計合計 9,872 9,809 9,768 15,493 15,513 15,538 5,666 (57.4%) 

公営企業会計合計 3,327 3,379 3,368 3,341 3,333 3,312 △ 15 (△ 0.5%) 

総合計 13,199 13,188 13,136 18,834 18,846 18,850 5,651 (42.8%) 

  （注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 




